
苦情・相談窓口設置について

社会福祉法第８２条の規定により、本法人ではご利用者様からの苦情・相談に対し、適切に対応

する体制を整えております。各事業所において苦情解決責任者および苦情・相談担当者、第三者

委員を設置し、苦情・相談の解決に努めます。 

 

苦情・相談窓口 受付時間：営業日の９：００～１７：００

苦情解決責任者 西 川 留 美 加 ０４８－４７３－３０００（代） 

第三者委員 神 谷 敏 弘 ０９０－２１４６－３５２８ 

第三者委員 工 藤 貴 宣 ０４８－４７２－８２７６ 

苦情・相談担当者 

渡 辺 栄 一 

笠 原 直 美 

奈 良 浩 平 

０４８－４７３－３０００ 

 

苦情・相談担当者 有 働 秀 樹 ０４８－４７３－３０００ 

 

苦情・相談担当者 若 林  誠 ０４８－４７３－００６６ 

 

苦情・相談担当者 手 島 里 美 ０４８－４７４－５５１１ 

 

苦情・相談担当者 湊 谷 政 弘 ０４８－４７０－０２２２ 

 

 



苦情・相談担当者 渋 谷 み ゆ き ０４８－４８７－３８８８ 

 

苦情・相談担当者 大 原  信 ０４８－４８６－０００３ 

 

苦情・相談担当者 砂 川 か ん 奈 ０４８－４７１－８４８４ 

 

苦情解決について

 苦情・相談担当者が受け付けた苦情は、内容を確認し、記録したのち、苦情解決責任者および第

三者委員（苦情申出人が拒否した場合を除く）へ報告いたします。苦情解決責任者は、苦情申出人

と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立ち合いを

求めることができます。なお、第三者委員の立ち合いによる話し合いは次により行います。 

     1. 第三者委員による苦情内容の確認 

     2. 第三者委員による解決案の調整、助言 

     3. 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

 苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録し、苦情申出人および第三者委員

に対して、一定期間経過後報告をいたします。 

 

外部相談窓口

〇埼玉県運営推進適正化委員会                 ０４８－８２２－１２４３ 

〇埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係    ０４８－８２４－２５６８ 

〇志木市役所 長寿応援課                   ０４８－４７３－１３９５ 

０４８－４７３－１３４８ 

〇朝霞市役所 介護保険課 介護保険係             ０４８－４６３－１１１１ 

〇富士見市役所 高齢者福祉課 介護保険係           ０４２－９５１－２７１１ 

〇新座市役所 介護保険課                   ０４８－４７７－１１１１ 


